
　
平
成

２３
年
分
所
得
税
確
定
申
告
か
ら
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
他
の
所
得
が

２０
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
が
不
要

と
な
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
次

の
よ
う
な
注
意
点
が
あ
り
ま
す
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

①
申
告
が
不
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
所

得
税
が
非
課
税
と
な
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
仮
に
申
告
を
行
う
と
追
加
で

支
払
う
べ
き
所
得
税
額
が
発
生
す
る
場

合
で
も
、
申
告
を
行
う
必
要
が
な
い
と

い
う
意
味
で
す
。

②
生
命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
な
ど

に
よ
り
所
得
税
の
還
付
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

③
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
あ
る
方
は
、

そ
の
所
得
金
額
が

２０
万
円
以
下
で
あ
っ
て

も
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
所
得

金
額
の
合
計
額
が

２８
万
円
以
下
は
除
く
）

④
確
定
申
告
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
年
金

支
払
者
か
ら
加
東
市
に
送
付
さ
れ
る
公

的
年
金
等
支
払
報
告
書
な
ど
の
課
税
資

料
の
み
で
個
人
住
民
税
の
額
を
決
定
し

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
左
表
に
該
当
さ

れ
る
方
は
確
定
申
告
の
時
期
（
平
成

２６

年
２
月

１７
日
か
ら
３
月

１７
日
ま
で
）
に

　
住
民
税
の
申
告
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課
（
社
庁
舎
）
　
　
　
　

　
　
４
３
・
０
３
９
６

公的年金等の源泉徴収票に配偶
者控除、扶養控除、障害者控除、
寡婦控除が記載されていない方で、
これらいずれかの控除がある場
合 

公的年金等の源泉徴収票に記載
されている配偶者控除、扶養控除、
障害者控除、寡婦控除の人数・
内容に変更がある場合。また、
生命保険料控除・地震保険料控
除・医療費控除・寄附金控除な
どがある場合 

公的年金等の源泉徴収票に配偶
者控除、扶養控除、障害者控除、
寡婦控除が記載されていない方で、
これらいずれかの控除がある場
合 

公的年金等の源泉徴収票に記載
されている配偶者控除、扶養控除、
障害者控除、寡婦控除の人数・
内容に変更がある場合。また、
生命保険料控除・地震保険料控
除・医療費控除・寄附金控除な
どがある場合

９８万円を超え
１０３万円以下

６５歳未満
（昭和２４年１月
 ２日以降に生ま
 れた方）

６５歳以上
（昭和２４年１月
 １日以前に生ま
 れた方）

１０３万円を
超える

１４８万円を超え
１５３万円以下 

１５３万円を
超える 

年　齢 住民税の申告が必要なケース
公的年金等
収入金額合計

公
的
年
金
等
受
給
者
の
所
得
税
確
定
申
告
不
要
制
度

制
度
の
注
意
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

２
月
に
行
政
機
能
が
新
庁
舎
に
統
合
さ

れ
、
滝
野
庁
舎
お
よ
び
東
条
庁
舎
が
閉
鎖

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
所
得

税
・
住
民
税
の
申
告
相
談
の
会
場
に
つ
い

て
は
社
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
集
約
し
ま
す
。

住
民
の
み
な
さ
ま
に
は
、
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向

上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご

理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
相

談
日
程
に
つ
い
て

は
広
報
か
と
う
２

月
号
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※市税の納付には便利な口座振替制度をご利用
ください。コンビニエンスストアでも納付で
きます。

※納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスス
トアで使用できません。納期限を過ぎますと、
督促手数料と延滞金が発生します。

※税制度が改正され、平成２６年１月１日から延滞金
の利率が１４．６％から９．２％になりました。

■問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）
　　　　　　　　４３－０３９６

国民健康保険税第7期の納期限は

1月31日（金）です
所
得
税
・
住
民
税
の

　

申
告
相
談
会
場
に
つ
い
て

所
得
税
・
住
民
税
の

　

申
告
相
談
会
場
に
つ
い
て

　
毎
年
、
１
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
を
す
る
場
合
な
ど

に
必
要
な
「
電
子
証
明
書
」
の
発
行
申
請
が

増
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
通
常
の
業
務
時
間
帯

に
加
え
、
火
曜
日
の
窓
口
業
務
延
長
時
間
帯

に
お
い
て
も
電
子
証
明
書
の
発
行
を
行
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

受
付
延
長
す
る
日
時

１
月
７
日
〜
３
月

１１
日
ま
で
の
毎
週
火
曜

日
（
た
だ
し
、
２
月

１１
日
は
除
き
ま
す
。）

１７
時

１５
分
〜

１８
時

４５
分

受
付
場
所
　
社
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
社
庁
舎
）

　
※
２
月

２５
日
か
ら
は
新
庁
舎
で
行
い
ま

　
　
す
。

申
請
で
き
る
方

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

※
延
長
時
間
帯
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の
　

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

○
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
顔
写
真
付
き
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）
　

○
印
鑑

○
手
数
料
（
５
０
０
円
）

問
い
合
わ
せ
　
市
民
安
全
部
市
民
課

　
　
　
　
　
　
　
４
３
・
０
３
９
０

　
加
東
市
で
は
、
新
庁
舎
へ
の
移
転
に
合

わ
せ
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
や
市
役
所

で
の
各
種
手
続
き
、
各
担
当
窓
口
の
ご
案

内
を
掲
載
し
た
「
加
東
市
暮
ら
し
の
便
利

帳
（
仮
称
）」
を
作
成
し
、
平
成

２６
年
６
月

に
全
戸
配
布
し
ま
す
。

　
便
利
帳
の
製
作
は
、
北
播
磨
地
域
の
電

話
帳
作
成
な
ど
で
実
績
の
あ
る
㈱
サ
イ
ネ

ッ
ク
ス
（
大
阪
市
）
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。

発
行
の
費
用
は
、
便
利
帳
に
掲
載
す
る
広

告
収
入
で
賄
う
た
め
、
現
在
、
加
東
市
と

㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
は
、
市
内
事
業
者
の
み

な
さ
ま
を
中
心
に
広
告
掲
載
の
募
集
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
役
立
つ
情
報
満
載
の
便
利
帳
に
広
告
を

掲
載
し
て
、
あ
な
た
の
事
業
を
広
く
市
民

の
み
な
さ
ま
に
Ｐ
Ｒ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
便
利
帳
発
行
の
趣
旨
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

規
　
格
　
Ａ
４
版
フ
ル
カ
ラ
ー 

ペ
ー
ジ
　
１
２
０
ペ
ー
ジ
程
度
（
表
紙
・

裏
表
紙
含
む
） 

部
　
数
　
１
８，

０
０
０
部
（
市
内
全
世

帯
配
布
分
と
転
入
世
帯
な
ど
へ

の
随
時
配
布
分
） 

監
　
修
　
企
画
部
秘
書
広
報
課

問
い
合
わ
せ
　
企
画
部
秘
書
広
報
課
　
　

　
　
　
　
　
　
　
４
３
・
０
３
８
６

◎
広
告
掲
載
の
お
願
い
に
、
㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

の
担
当
者
が
事
業
者
の
み
な
さ
ま
を
訪
問
し

ま
す
。

　
訪
問
は
あ
く
ま
で
お
願
い
で
、
広
告
の
掲
載

を
強
請
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
掲
載

の
諾
否
は
み
な
さ
ま
の
ご
判
断
で
お
願
い
す

る
も
の
で
す
。

広
告
掲
載
の
申
し
込
み
・

　
　
　
　
　
　
問
い
合
わ
せ

　
株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
姫
路
支
店 

　
姫
路
市
北
条
永
良
町
６
４

　
　
０
７
９
・
２
２
２
・
７
６
３
０

　
ＦＡＸ
０
７
９
・
２
８
１
・
６
１
６
３

「
加
東
市
く
ら
し
の
便
利
帳
（
仮
称
）
」
の

               

　
　
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

「
加
東
市
く
ら
し
の
便
利
帳
（
仮
称
）
」
の

               

　
　
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

「
加
東
市
く
ら
し
の
便
利
帳
（
仮
称
）
」
の

               

　
　
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

「
加
東
市
く
ら
し
の
便
利
帳
（
仮
称
）
」
の

               

　
　
作
成
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

確
定
申
告
時
期
に
あ
わ
せ
て
、

電
子
証
明
を
火
曜
日
の
延
長

窓
口
業
務
で
も
発
行
し
ま
す

平
成
２６
年
度
償
却
資
産
の

                  

申
告
に
つ
い
て

滅
失
家
屋
の
届
出
に
つ
い
て

　
償
却
資
産
と
は
、
工
場
・
商
店
・
ア
パ

ー
ト
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
会
社
や
個
人

の
方
が
、
そ
の
事
業
の
経
費
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
械
・
器
具
・
備
品
・
設

備
な
ど
の
資
産
で
す
。

　
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、

１２
月
中
旬
に
税
務
課
か
ら
償
却
資
産
申
告

書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
１
月

３１

日
（金）

ま
で
に
申
告
書
を
提
出
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
「eL

T
A

X

」
に
よ
る
申
告
も
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

不
動
産
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
平

成
２５
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合

は
、
市
で
も
把
握
に
努
め
て
い
ま
す
が
、

適
正
な
課
税
の
た
め
、
税
務
課
ま
で
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課
　
資
産
税
係

　（
社
庁
舎
）

　
　
４
３
・
０
３
９
５

　
償
却
資
産
と
は
、
工
場
・
商
店
・
ア
パ

ー
ト
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
会
社
や
個
人

の
方
が
、
そ
の
事
業
の
経
費
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
械
・
器
具
・
備
品
・
設

備
な
ど
の
資
産
で
す
。

　
償
却
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、

１２
月
中
旬
に
税
務
課
か
ら
償
却
資
産
申
告

書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
１
月

３１

日
（金）

ま
で
に
申
告
書
を
提
出
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
「eL

T
A

X

」
に
よ
る
申
告
も
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

不
動
産
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
平

成
２５
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合

は
、
市
で
も
把
握
に
努
め
て
い
ま
す
が
、

適
正
な
課
税
の
た
め
、
税
務
課
ま
で
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課
　
資
産
税
係

　（
社
庁
舎
）

　
　
４
３
・
０
３
９
５
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